


車両制限令の違反にご注意ください！ 

 道路法及び車両制限令では、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度（一般的制

限値）を定めております。運行管理者様におかれましては運転手の方へ周知徹底をお願い

致します。なお、違反を繰り返し行うと道路会社より違反者講習への参加やカードの利用

停止処分が科され、組合も脱退して頂くことになりますのでご注意ください。 

車両の諸元 一般的制限値(最高限度) 

幅 2.5 メートル 

長さ 12 メートル 

高さ 3.8 メートル（高さ指定道路は 4.1 メートル） 

総重量 20 トン（高速自動車道又は重さ指定道路は 25トン）※ 

軸重 10 トン 

最小回転半径 12 メートル 

※一部の車種には重さや長さについての特例があります。 

組合ホームページから申請書類のダウンロードが可能です 

 カードの追加、紛失、返却、車両変更等の申請に必要な書類は、組合のホームページ 

からいつでもダウンロードして印刷できます。以下の手順でご利用ください。 

 ① https://www.toko-alliance.net  へアクセス。 
② 画面右上の、組合員のページ(書類はこちら)をクリック。 

※スマートフォンの場合は、左上のメニューリストからお進みください。 

③ バナー「書類のダウンロードはこちらから」をクリックすると、申請書類一覧（PDF） 

  が表示されるので、必要な書類をプリンターで印刷してご利用ください。 

④ 注意事項 

  ● PCとスマートフォン両方からのアクセスに対応していますが、書類を表示・印刷 

するには、Adobe Acrobat Readerのインストールが必要です。 

  ● 書類の申請は、ご記入・捺印後に以下のいずれかの方法でお願い致します。 

  ・メール送信：shinsei@toko-alliance.jp へ書類をスキャンしたファイルを送信 
  ・郵送の場合：〒700-0975 岡山市北区今８丁目 2-16 東高アライアンス協同組合

※FAX での申請は、画質の劣化が大きいためおすすめしておりません。 

      ご希望される場合は、組合まで電話でご相談ください。 
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